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平成26年9月に、世界で初めてiPS細胞を用いた移植手術が行われるなど、

再生医療は着実に成果を上げております。再生医療は、これまで有効な治療

法のなかった疾患の治療ができるようになるなど、国民の期待が高い一方、新

しい医療であることから、安全性を確保しつつ迅速に提供する必要があります。

このため、平成26年11月に「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」を

施行し、再生医療等の安全性の確保に関する手続きや細胞培養加工の外部

委託のルール等を定めています。その後、何度かの省令改正を行い、本年度

は施行5年を目処とした法改正が控えております。

しかしながら、法の周知は十分とは言えず、理解がないままの申請や、代行

業者による申請が目立つのも事実です。また、東北管内において再生医療等

の普及は他地域に比べ進んでいない現状があります。

本セミナーでは法の基礎、申請方法、および東北管内における再生医療の実

態について実例を交えながらお示ししたいと考えています。また、東北厚生局と

して協力できることがないか、ご意見をいただければ幸いです。
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